
（2025年4月現在　）

※プレゼントは期間中1回限りのお渡しとさせていただきます。※プレゼントは期間中1回限りのお渡しとさせていただきます。

個人のお客さま対象になる方

キャンペーン
条　件

キャンペーン期間内に月額10,000円以上の投資信託
の積立を新規または増額お申込み。
・新規とは、2025年3月末時点で投資信託の積立のご契約がないこ
とです。
・増額は、2025年3月末時点の投信積立契約額から10,000円以上の
増額契約をしていただくことです。
・A商品5千円とB商品5千円合計1万円以上の契約の場合、同日申込
みに限り対象とさせていただきます。

期間
2025年4月1日（火）～
2025年9月30日（火）
2025年4月1日（火）～
2025年9月30日（火）

〈　　　　〉で資産運用をはじめてみませんか？

キャンペーン概要

2025

つみたて投信つみたて投信つみたて投信
応援キャンペーン

いつも身近なパートナー、地域とともに、あなたとともに

ご契約の方にご契約の方に

タンブラー

※
写
真
と
異
な
る
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合
が
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ま
す
。



詳しくは、営業店窓口または渉外担当者までご連絡ください。

投資信託にかかるご留意事項

資産づくりのポイント 少しでも高い利回りで運用することで、将来には大きな違いとなってきます。

水島信用金庫　登録金融機関　中国財務局長（登金）第48号

毎月決まった額を購入することで、価格が
上昇したときは少なく、下落したときは多く
買い付けることができます。
その結果、ファンドの平均購入単価を下げ
ることが期待できます。
※これをドルコスト平均法といいます。

一定金額の購入
●ドル・コスト平均法の例

基準価額の動き

1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目

合計

毎月一定金額（1万円）
ずつ購入された場合
〈ドル・コスト平均法〉

購入口数
購入金額

41,303口
40,000円

10,000口
10,000円

12,500口
10,000円

7,692口
10,000円

11,111口
10,000円

平均購入額

9,684円

10,000円

8,000円

13,000円

9,000円

例 ： 毎月3万円ずつ積み立てた場合

年率3％

年率5％

積立元金

年率5％で積み立て 約1,217万円

約980万円

約796万円

720万円

年率3％で積み立て

年率1％で積み立て

積立元金

※将来の運用成果を約束するものではありません。
　また、税金等は考慮していません。
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○投資信託は、預金、保険契約ではありません。
○投資信託は、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
○当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
○投資信託は元本および利回りの保証はありません。
○投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響に
より、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また外貨建て資産に投資する場合には、
為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
○投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
○投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.3％の申込手数料（消
費税込み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大
0.3％の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額
の最大年2.42％（消費税込み）を運用管理費用（信託報酬）として、信託財産を通じてご負担いただき
ます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。な
お、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することは
できません。
○投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
○投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
○投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補
完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫
本支店等にご用意しています。
○当資料は当金庫が2025年4月時点での情報等に基づいて独自に作成したものであり、今後内容等変更に
なる場合があります。また金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

店 舗 の ご 案 内
本 店
連 島 支 店
福 田 支 店
寿 町 支 店
中 島 支 店
鶴 の 浦 支 店

笹 沖 支 店
藤 戸 支 店
倉敷駅前支店
西 阿 知 支 店
水 島 南 支 店
広 江 支 店

矢 柄 支 店
児 島 南 支 店
羽 島 支 店
茶 屋 町 支 店
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